
別紙１

価格（Ａ） 調整額（Ｂ） 契約単価（Ｃ）

（２２１１．８１ ＋ ）／１８㍑　≒ 　　　／㍑

（Ａ）＝

（Ｂ）＝

価格（Ｘ） 調整額（Ｂ） 給油単価（Ｙ）

（ ＋ ）／１８㍑　≒             ／㍑

（Ｘ）＝

（Ｂ）＝ 調整額、（Ａ）と落札者提示の単価の差額、本契約中は変動しない。

（２）給油単価

計算式（小数点第３位以下切捨て）

資源エネルギー庁が公表した給油前月の最終調査の給油所小売価
格調査における富山県内配達灯油の小売価格（円／１８㍑（消費税抜
き））。

単価算出表

資源エネルギー庁が公表した令和７年５月１９日（令和７年５月２１日
公表）の給油所小売価格調査における富山県内配達灯油の小売価
格（円／１８㍑（消費税抜き））。

調整額、（Ａ）と見積提示者の単価の差額、本契約中は変動しない。

（１）契約単価

計算式（小数点第３位以下切捨て）



別紙２

【請求書送付先】

官署名 所在地 電話番号

富山地方法務局
会計課

〒930-0856
富山県富山市牛島新町１１番７号

076-441-0551


